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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道４号 図景地区電線共同溝（直轄）
ずけい

（福島県郡山市）
こおりやま

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 福島県

「事業の必要性」
一般国道４号は、東京都を起点とし福島県郡山市内を経由して青森市

ふくしまけんこおりやまし あおもりし

に至る総延長約８６０ｋｍの主要幹線道路です。
当該事業によって、電線・電柱類が地下に収められるため、都市景観

が向上し、また、災害時におけるライフラインの確保ができます。
さらに、当該箇所近隣には郡山市の避難場所に指定されている「香久池

か ぐ い け

公園」が存在し、大規模災害時に必要な飲料水の貯水槽が設置されてい
るため、避難場所への安全な通路の確保も重要な地区となっています。

「事業の概要」
図景地区電線共同溝は、安全で快適な通行空間の確保や災害時のライ

フラインの確保をはかることを目的とした延長１，５００ｍの電線共同溝事業です。

▼位置図

▼現況写真

平成１９年度の予定

○Ｈ１８年度に引き続き本体工事を実施し、事業の完成を図る予定です。

事 業 効 果

○都市景観の向上
○安全で快適な通行空間の確保
○情報通信ネットワークの信頼性確保
○災害時等の安定したライフラインの実現
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道４号 造道地区電線共同溝（直轄）
つくりみち

（青森県青森市）
あ お も り

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 青森県

「事業の必要性」
一般国道４号は、東京都を起点として、北関東や東北地方の主要都市を経

て、青森市に至る総延長約８６０ｋｍの主要幹線道路です。
あ お も り

当該事業によって、電線・電柱類が地下に収められるため、都市景観が向
上し、また、歩道が広く使えるため、安全で快適な通行空間が確保できます。
さらに、周辺の無電柱化整備済み区間と合わせて、災害時の救援・救急活

動や緊急物資の運搬を最優先する緊急輸送路としての道路ネットワークの構
成を支援するもので、無電柱化の必要性の高い地区になっています。

「事業の概要」
造道地区電線共同溝は、安全で快適な通行空間の確保や災害時のライフラインの確保を図ることを目

的とした延長６９０ｍの電線共同溝整備事業です。
▼位置図

▼現況写真

平成１９年度の予定

○平成１８年度に引き続き本体工事（４４０ｍ）を実施し、事業の完成を図る予定です。

事 業 効 果

○都市景観の向上
○安全で快適な通行空間の確保
○情報通信ネットワークの信頼性向上
○災害時等の安定したライフラインの実現
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道４５号 道の駅｢たろう｣防災拠点化整備事業（直轄）

（岩手県宮古市）
み や こ

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 岩手県

「事業の必要性」
三陸沿岸地域は、今後高い確率で宮城県沖地震の発生が予想されており、

これに伴う津波災害等への対応が喫緊の課題になっています。
一方、道の駅は、｢休憩機能｣、｢情報発信機能｣、｢地域連携機能｣を併せ持

つ施設ですが、新潟県中越地震では｢防災拠点｣として重要な役割を果たして
います。
これらの状況を踏まえ、被災時に避難場所等として活用するため、

「道の駅｣の防災拠点化が必要です。

「事業の概要」
平成18年度より、情報提供施設や休憩施設等の整備を

実施しており、道の駅が持つ｢休憩機能｣､｢情報発信機能｣､
｢地域連携機能｣を防災上の観点から充実させることで、地域
における防災拠点としての機能強化を図ります。

▲津波被災想定状況

▲整備イメージ図

▲道の駅｢たろう｣全景

平成１９年度の予定

○災害用資材倉庫等の整備を実施し、事業の完成を図る予定です。

事 業 効 果

○ドライバーや地域住民の一時的な避難･休憩場所を確保します。
○道路状況・交通状況・被災状況等の情報発信拠点を確保します。
○食料や飲料水及び救援物資等の供給拠点を確保します。
○災害対応用の資機材の備蓄を確保します。

至　仙台

至　宮古
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道１０１号 千畳敷橋外架替事業（補助：事業主体 青森県）
せんじ ょ う じきばし

（青森県西津軽郡鯵ヶ沢町～深浦町）
に し つ が る ぐ ん あ じ が さ わ ま ち ふ か う ら ま ち

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 青森県

「事業の必要性」
一般国道１０１号は緊急輸送道路に位置づけられた重要な路線ですが、日

本海に面している区間の橋梁の大部分が塩害による影響を受けており、特に

宇名原橋、千畳敷橋、入良川橋の３橋は損傷が急激に進んでおり、早急な対
う な ば ら ば し せんじょうじきばし い ら が わ ば し

策が必要となっています。

「事業の概要」

宇名原橋、千畳敷橋、入良川橋の３橋はいずれも補修が困難な状況にある
う な ば ら ば し せんじょうじきばし い ら が わ ば し

ことから、安全で円滑な交通を確保するため架け替え事業を行うものです。

▼宇名原橋の損傷状況 ▼千畳敷橋の損傷状況

▼事業箇所図

平成１９年度の予定

○千畳敷橋、入良川橋の橋梁上部工を実施し、事業の完成を図る予定です。
せんじょうじきばし い ら が わ ば し

事 業 効 果

○緊急輸送道路における安全で円滑な交通が確保されます。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁改良事業（耐震強化）（直轄）
せ ん だ い し お が ま

（宮城県仙台市）

事業着手：平成１７年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 宮城県

「事業の必要性」
仙台塩釜港に甚大な被害を及ぼすことが予想される宮城県沖地震は、今後

１０年以内に約５０％、３０年以内で９９％という高い確率で発生すると予想され
ており、大規模震災時に背後の防災ネットワークと一体となった被災地の復旧
・支援を行う防災拠点機能が求められているため、これらへの対策が必要とな
っています。

「事業の概要」
本事業は、震災直後の緊急支援物資輸送および復旧期間における物流機

能を確保するため、既存の高松ふ頭岸壁（延長２４０ｍ、水深１２ｍ）を耐震強
化するものです。

▲地震による岸壁の液状化現象
(秋田港 昭和58年 日本海中部地震）

※前回の地震発生から評価時点までに地震が発生しているはずの確率。

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、地盤改良を実施し、事業の完成を目指します。

事 業 効 果

○岸壁の耐震強化により、震災直後には仙台港区から港湾背後の被災地へ緊急支援物資（医療品、食
料、住宅建材等）の運搬が可能となります。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 ＧＰＳ波浪計を活用した沖合波浪（津波）観測網の整備 （直轄）

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成２２年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
港湾整備に必要な波浪条件の精度を高め、設計、施工の更なる効率化を推進するためには、沖合で

の、より正確な波浪観測が必要となっています。
一方、東北地方は過去に幾度となく津波の被害に見舞われ、尊い人命・財産が失われており、津波情報

の早期把握や情報伝達などが地域の課題となっています。人口や産業が集積する臨海部においては、非
常時の物流機能と背後地域の安全と安心を確保する必要があります。特に、切迫する宮城県沖地震や、
過去に大災害をもたらしている三陸沖を震源とする地震による津波に対しては、湾口防波堤や防潮堤等の
整備のみならず、津波観測情報の高度化が求められています。

「事業の概要」
ＧＰＳ波浪計を用いた沖合波浪情報の収集・分析・提供を実施し、港湾整備に必要な海象情報を取得し

ます。
ＧＰＳ波浪計を沖合に整備することで、地震発生時には、津波情報を港湾への津波到達の数分から１０

分程度前に観測して、関係機関等と連携することにより、港湾を含む沿岸域での津波防災における迅速な
対応に活用できます。

▲波浪（津波）観測のイメージ

▲ＧＰＳ波浪計を活用した津波警戒システムのイメージ

▲宮城県津波被害状況( 昭 和 3 5 年 ﾁ ﾘ 地 震 津 波 )

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、観測網の整備促進を図ると共に、平成２０年度からの運用を目指し関係機関への情報
伝達方法等について検討を進めます。

事 業 効 果

○波浪観測データの精度を高めることにより、効率的な設計、施工が可能となります。
○ＧＰＳ波浪計を用いた沖合波浪（津波）観測網の整備により、地域の津波防災力向上を図ることが可能と
なります。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 久慈港湾口地区防波堤整備事業（直轄海岸事業との合併事業）（直轄）
く じ わ ん こ う

(岩手県久慈市）
く じ

事業着手：平成２年度 完成・供用の目標年度：平成４０年度頃完成予定

事業の必要性・事業の概要 岩手県

「事業の必要性」
久慈沿岸は地理的・地形的に津波被害を受けやすい状況にあり、過去に幾

度となく多くの人命、財産が失われていることから、背後地域を津波から防護
する湾口防波堤の整備が求められています。

「事業の概要」
本事業は、津波災害からの生命・財産等の防護および静穏度向上によって

避難船が停泊する水域と安全な荷役作業の確保を図るため、延長３，８００ｍ
（北堤２，７００ｍ、南堤１，１００ｍ）の湾口防波堤を整備するものです。

▲湾口防波堤未整備時の津波浸水区域（明治三陸地震津波）

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、防波堤本体製作および据付を実施し、事業の進捗を図ります。

事 業 効 果

○防波堤整備による津波に対する被害の軽減
津波による浸水被害面積 ３７０ｈａ（未整備） → ５８ｈａ（防波堤完成）〔対象：明治三陸地震津波〕

○港内の静穏度が向上し避泊水域の確保と物流の効率化が図られます。

過去の大津波による被害状況（久慈以外の地域を含む）
発生年 明治２９年 昭和８年 昭和３５年

災害名
明治三陸
地震津波

昭和三陸
地震津波

チリ地震
津波

人的被害（人） 21,101 3,536 263
家屋被害（戸） 5,527 10,370 7,750
船舶被害（隻） 6,631 8,123 641
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 相馬港３号ふ頭地区岸壁整備事業（耐震強化） （直轄）
そ う ま

（福島県相馬市）
そ う ま

事業着手：平成８年度 完成・供用の目標年度：平成２３年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 福島県

「事業の必要性」
相馬港に甚大な被害を及ぼすことが予想される宮城県沖地震は、今後１０

年以内に約５０％、３０年以内で９９％という高い確率で発生すると予想されて
おり、大規模震災時に背後の防災ネットワークと一体となった被災地の復旧・
支援を行う防災拠点機能が求められているため、これらへの対策が必要となっ
ています。

「事業の概要」
本事業は、震災直後の緊急支援物資輸送及び復旧期間における物流機能

を確保するため、３号ふ頭地区に耐震強化岸壁（延長２４０ｍ、水深１２ｍ）を整
備するものです。

▲地震によって陥没した野積場
(相馬港 昭和53年 宮城県沖地震)

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、岸壁本体据付を実施し、事業の進捗を図ります。

事 業 効 果

○耐震強化岸壁の整備により、震災直後には相馬港から港湾背後の被災地へ緊急支援物資（医療品、食
料、住宅建材等）の運搬が可能となります。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 青森港沖館地区複合一貫輸送ターミナル改良事業（耐震強化） （直轄）
おきだて

青森港沖館地区橋梁改良事業（耐震強化） （補助：実施主体 青森県）
おきだて

（青森県青森市）

事業着手：(直轄)平成１５年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

：(補助)平成１２年度 青森県

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
青森港と北海道を結ぶ航路は、本州と北海道のフェリー輸送の約３割にあ

たる年間約２，３００万ﾄﾝの取扱貨物量があり、本州－北海道間の複合一貫輸
送※の大動脈の機能を果たしている航路です。
大規模震災時においても、本州－北海道の物流の混乱を回避するため、一

定の物流機能を確保が必要となっています。
※複合一貫輸送：特定の貨物が船舶、鉄道、自動車、航空機など種類の異なる２つ

以上の輸送手段により相次いで輸送される形態をいう。

「事業の概要」
本事業は、震災直後の緊急支援物資輸送および復旧期間における一定の幹線貨物（フェリー）輸送機

能を確保するため、青森港沖館地区において、既存の岸壁（水深６ｍ）を耐震強化（延長１８５ｍ、水深７．
５ｍ）すると共に、国道７号に至る橋梁（橋長３７７ｍ、アプローチ部２６７ｍ）も耐震強化するものです。

平成１９年度の予定

○（直轄）平成１９年度は、岸壁上部、泊地浚渫を実施し、事業の完成を目指します。
○（補助）平成１９年度は、主桁補強、落橋防止を実施し、事業の完成を目指します。

事 業 効 果

○岸壁の耐震強化と、背後の臨港道路橋梁耐震強化を併せて整備することにより、大規模震災時におい
て緊急支援物資（医療品、食料、住宅建材等）の運搬が可能となる他、フェリー等の物流機能を確保するこ
とが可能となります。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 川内港海岸葛沢地区侵食対策事業 （補助：実施主体 青森県）
か わ う ち く ず さ わ

（青森県むつ市）

事業着手：昭和６１年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 青森県

「事業の必要性」
当海岸は、昭和４０年代に侵食対策として整備されましたが、老朽化が著し

いことや親水性の改善をを図るための対策が急務になっています。また、川内
川河口部においては既存護岸の天端が低く、老朽化も著しく背後に密集して
いる人家の安全を図るために護岸整備が必要です。

「事業の概要」
本事業は、国土保全、人命・財産等の被害を軽減するため、護岸(L=158

m)、護岸(改良)(L=1,328m)、離岸堤(L=762m)を整備するものです。

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、護岸の整備を実施し、事業の完成を目指します。

事 業 効 果

○波浪等による被害が解消されます。
防護面積 ・・・・ 約７ha

護岸整備前の越波状況

： 防護区域： 防護区域

護岸整備前の越波状況


